
令和８年度道外医師等移住ＰＲ冊子の制作・活用委託業務処理要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、北海道（以下「委託者」という。）が○○（以下「受託者」という。）

に委託する「令和８年度道外医師等移住ＰＲ冊子の制作・活用委託業務」を円滑かつ

効果的に運営するために必要な事項について定める。 

 

２ 委託業務の内容 

  委託する業務の内容は、次のとおりとする。 

（１）子育て世代以下の若年層の道外在住医師等（以下、「ターゲット」という。）に訴

求する冊子を活用したＰＲの企画・実施 

ア 冊子の広報用パンフレットの作成（2,100 部(※)） 

イ ○○ 

(※) 基本配布先のみの部数。提案内容により項目等を追加する場合あり。以下同じ。 

（２）ターゲットの趣向を踏まえたＰＲ冊子の制作 

ア 冊子の仕様 

・判型 A4 判 

・色数 表紙：4 色、本文：4 色 

・綴じ 無線綴じ 

イ ターゲットの趣向を踏まえたデザイン・レイアウト等の作成（表紙・本文） 

ウ 冊子に掲載するコンテンツ 

・北海道在住著名医師等インタビュー 

・医師、薬剤師、看護師テーマ別座談会 

・道内勤務者へのアンケートの実施、集計、分析結果の記事化 

・医師と薬剤師、看護師の夫婦移住インタビュー 

・北海道の魅力紹介ページ 

・北海道 6 医療圏の紹介 

・エリアマップ 

・医療圏エリア別の地域紹介 

・公的医療機関リスト 

（※例示。提案内容により変更します。） 

（３）冊子に掲載する公的医療機関の募集 

冊子に掲載を希望する公的医療機関（※）を募集し、冊子作成に当たって必要と

なる情報収集を行う。 

（※）公的医療機関とは、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 31 条に規定する医

療機関（ただし、札幌市、旭川市に所在する医療機関は除く。） 

（４）医療機関が所在する地域の情報収集等 

冊子掲載希望の公的医療機関が所在する地域の情報収集を行う。冊子に掲載する

地域の情報は、子育て（出産、育児支援制度の紹介を含む）や教育、地域資源等に

関する情報は必ず盛り込むこととし、これら以外に事業目的を達成するための情報

を盛り込むこと。 

（５）印刷・製本 

道外医師移住 PR 冊子：2,100 部（※基本配布先のみの部数） 

（６）冊子の配布 

配布先は、別表のとおり。 

（７）電子データの作成 

PDF ほか編集可能な電子データ。情報収集時の画像等含む。 

（８）その他 



ア 印刷物の校正は２回とする。 

イ 上記業務の執行にあたっては、委託者及び受託者双方で打ち合わせ等を適時、行

うこと。 

ウ 本業務において知り得た情報の管理を徹底し、外部への情報漏洩のないよう注意

を払うこと。 

エ 業務の進捗状況等については、道に随時報告すること。 

 

３ 実績報告書について 

受託者は、委託業務を完了したときは、当該委託業務の処理成果を記載した実績報

告書及び成果品を作成し、令和９年（2027 年）３月 31 日までに、委託者に提出する

ものとする。 

 

４ 成果品 

（１）道外医師等移住促進ＰＲ冊子 

ア 印 刷 物：2,100 部 

イ 電子媒体：DVD-R １部（PDF データほか、再編集可能なデータ（情報収集時の画

像等を含む。）） 

ウ 納 品 先：委託者が別途指定する 

エ 納品期限：令和９年（2027 年）３月１９日（金）（※） 

(※)成果品の納品期限は、北海道庁の保健福祉部地域医療推進局地域医療課への納品

期限を示しています。また、提案内容により契約の終期である令和９年（2027 年）

３月 31 日までの間で変更することも可能です。 

（２）冊子の配布を証する書類 

 ア 送付先及び送付日がわかる書類 

イ 納 品 先：北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課 

ウ 納品期限：令和９年（2027 年）３月３１日（水） 

（３）（※） 

(※)提案内容により成果品を追加する場合あり。 

 

５ 再委託について 

（１）再委託は原則禁止とする。必要により業務の一部を再委託しようとするときは、

あらかじめ次の書面を提出し委託者の承諾を得なければならない。 

  ア 次の事項を記載した書面 

   (ｱ) 再委託の相手方の商号又は名称及び住所 

   (ｲ) 再委託する業務の範囲 

     (ｳ) 再委託する理由及びその必要性 

     (ｴ) 再委託の契約金額 

     (ｵ) 再委託の相手方に対する業務の管理履行体制 

     (ｶ) 再委託の相手方の履行実績、組織体制、職員の状況 

  イ 再委託の相手方の法令等を遵守する旨の誓約書 

（２）再委託の承諾を得た場合は、受託者が再委託の相手方への管理監督を行うものと

する。 

（３）再委託の相手方に対して道との契約書を準用した約定、契約内容や留意事項の十

分な説明と理解を得るものとする。 

（４）再委託の相手方が第三者に委託することのないよう受託者から再委託の相手方に

指導すること。 

 

６ その他 



  この要領に定めがない事項については、必要に応じ委託者と受託者が協議して決定

するものとする。 

 

 

別表 

送 付 先 配布地域 小計 送付箇所 部数 

全国医育大学 全国 164 82 2 

全国の薬学部を有する大学 全国 158 79 2 

全国の看護学部を有する大学 全国 580 290 2 

全国医師会 全国 94 47 2 

全国薬剤師会 全国 94 47 2 

全国看護協会 全国 94 47 2 

北海道東京事務所 東京 500 1 500 

どさんこ交流テラス 東京 50 1 50 

掲載医療機関（見込み） 道内 150 30 5 

北海道地域医療振興財団 道内 150 1 150 

その他（予備含む） 道内 66 － 66 

合計  2,100   

 


